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【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年12月17日(2009.12.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
　本発明者らが重要なタンパク質の群を同定したということであれば、このようなタンパ
ク質は抗微生物治療の潜在的な標的である。しかしながら、個々の各タンパク質が該生物
の生存能力に必須であるか否かを決定することが必要である。従って、本発明は、本明細
書に記載されるタンパク質又はポリペプチドが潜在的な抗微生物標的に相当するか否かを
決定する方法であって、該タンパク質を不活性化する工程及び肺炎連鎖球菌がインビトロ
又はインビボでまだ生存可能かどうかを決定する工程を含む方法も提供する。
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